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[論文] 
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―情報倫理学の社会的文脈への理解を深めるために― 
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Reflexive Modernization Theory as Social Literacy: 
Deepening the Understanding of the Social Contexts of Information Ethics 

Yuki HAGIWARA* 

Abstract: An awareness of the characters and issues of a contemporary society with widespread of information 
and communication technology are inevitable elements of education and research on information ethics. Besides, 
researchers not only need norms and theories but also an understanding of the social contexts where they function. 
This study considers three aspects, increased uncertainty, the malfunction of morals, and the problems of 
universality of ethics as case studies demonstrating the importance of this understanding. However, an in-depth 
discussion of these issues by only the lens of information ethics is difficult. The awareness and understanding of 
their social contexts, called social literacy, are also important. Society and people change constantly and 
self-referentially under the influence of constantly created new information, which Anthony Giddens named 
reflexive modernization. This study seeks to show the possibility of using reflexive modernization theory, which 
describes the characters and issues of a contemporary society in relation to its social contexts, as the social literacy 
for education and research on information ethics. 
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第一章 はじめに 

筆者は2019年度より、東京海洋大学海洋生命科学部にて、

情報の利用に関わる教育や研究に携わってきた。一つは、

総合科目（共通導入科目）の一部として開講されている「情

報リテラシー」を担当したことである。これは各学科の 1
年次の必修科目であり、筆者は海洋政策文化学科にて本科

目を分担した。情報の利用に関わる倫理を中心に扱う講義

を担当し、その過程で得られた経験やその後の研究で得ら

れた成果の一部を、これまでに論考として発表してきた 1)。

もう一つは、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の

蔓延以降、Web 会議ツール（Web conferencing tool）の利用

に関わる各種のマニュアルの作成や監修を行ったことで

ある。自身が担当する講義で Web 会議ツールを導入する際

に、受講者を対象として、その利用に関わる注意点を記し

たマニュアルを作成した。その後、Web 会議ツールを利用

して実施された、海洋政策文化学科や大学院海洋管理政策

学専攻の論文発表会の、発表者及び参加者向けマニュアル

を作成した。また、本学入試課や総務課からの依頼で、オ

ープンキャンパスの Web 会議ツールを利用した企画の参

加者に配布するマニュアルや、卒業式及び入学式にオンラ

インで参加する関係者向けに本学 Web サイトに掲示する

注意事項等の、作成と監修にも携わった。 
 こうした諸実践の過程で実感したのは、情報の利用に関

わる倫理を扱う教育や研究を展開するに際して、「情報倫

理学（information ethics）」という領域に関する知見だけで

は十分ではないのではないかということであった 2)。その

ように考えた主たる理由は、自身が参照した各種の先行研

究においては、記述に曖昧さの残る部分が少なからず見受

けられたということである。第一に、倫理学的な学説に基

づく記述がなされる一方で、そこで扱われている諸問題に

ついて、社会的文脈にまで議論が掘り下げられていないと

いう傾向がある。第二に、第一の点の帰結として、諸問題

が生じた背景にまで立ち入った考察がなされていないた

め、その解決の方途も不明確になりがちであるということ

が挙げられる。第三に、それぞれの問題が断片的に記述さ

れるにとどまり、現代における情報と社会の関係の全体像

＊ Department of Marine Policy and Culture, Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT), 4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-8477, Japan （東京海洋大学学術研究院海洋政策文化学部門） 



16 萩原優騎 

が見えにくいということである。 
これらの三つの点を改善するためには、倫理学的な観点

以外からの考察も必要になるはずであると、筆者は考えた。

その際に目を向けたのが、これまで自身が主たる研究対象

の一つとしてきた、社会学の「再帰的近代化（reflexive 
modernization）」論であった。この観点を参照して情報倫理

学の諸問題を再検討した結果、先行研究においては曖昧で

あったと思われる部分に関して、問いを深めることができ

た。それにより、情報倫理に関わる教育活動を行う前提と

して視野に入れておくべきことも、具体的かつ明確になっ

ていった。本稿は、そうした自身の教育・研究実践に基づ

いて記されたものである。 
上述のような問題意識に関わる一例を挙げるならば、

「情報リテラシー」にて筆者が分担した回の講義では、大

学での研究活動や学生生活全般における情報の利用に関

わる、倫理的諸課題を中心に扱った。それらの論点の大半

は、社会との関連において問われるべきものである。すな

わち、情報の利用に関わる倫理を扱うためには、情報通信

技術（ICT：Information and Communication Technology）が

発達し普及した現代社会の諸特徴及び諸課題についての

十分な認識が求められるはずである。同じことは、情報の

利用に関わるマニュアルを作成する場合にも当てはまる

だろう。以上のように言えるとすれば、情報の利用の在り

方を現代社会の諸特徴及び諸課題との関連で捉えるには、

倫理学的な観点と社会学的な観点の双方が必要となるは

ずである。そして、両者の観点を組み合わせて問いを探究

することで、情報倫理に関する従来の教育や研究にて前提

とされてきた事柄や、その社会的文脈を問い直す手がかり

も得られるのではないかという着想に至った。 
 もちろん、科学技術について、それを取り巻く社会との

関係で捉えることが重要であるという認識は、これまでも

広く共有されてきたはずである。20 世紀の後半から学際

的・領域横断的研究として展開されるようになった「科学

技術社会論（Science, Technology and Society）」は、その一

例である。そこにおいては、専門家集団による研究や開発

は社会的な営為であり、現代はそれらの営為が直接・間接

的に人間の生を制御し、管理し、支配するような社会であ

ると位置づけられている 3)。こうした先行研究における視

点や問題意識を共有しつつ、また、科学技術社会論の知見

も取り入れつつ、本稿においては「情報」という領域に焦

点を合わせて考察する。一口に「科学技術」と言ってもそ

の内実は多様であり、本稿の問題意識に即して検討するに

は、情報に関わるより狭い範囲に考察の対象を限定するこ

とが不可欠であると考えるからである。以上のような認識

に基づいて、現代における情報と社会の関係を再帰的近代

化論の観点から検討することにより、情報倫理に関わる教

育や研究の社会的文脈への理解を深めること、また、その

意義を明らかにすることを、本稿の目的とする。 
 はじめに、本稿における考察の前提として、「情報倫理

教育（information ethics education）」と「社会リテラシー

（social literacy）」という二つの概念の定義と、これらの概

念の歴史的・思想的背景を概説する。次に、再帰的近代化

論の定義を、本稿で主に参照するアンソニー・ギデンズ

（Anthony Giddens）の議論に即して記述する。また、なぜ

本稿ではギデンズの議論に焦点を合わせるのかというこ

とを、他の論者との比較を通じて論じる。あわせて、ギデ

ンズの議論に依拠した先行研究に言及し、それらの特徴を

確認する。続いて、再帰的近代化論を参照することにより、

情報倫理学の教育や研究に関わる諸課題をどのように捉

え直すことができるのかということを考察する。この点に

関して、不確実性の増大、道徳の機能不全、倫理の普遍性

をめぐる問題という三つの論点を扱う。最後に、これらの

論点の検討を通じて明らかになった事柄を整理すると共

に、情報倫理に関わる教育や研究の場面で、社会リテラシ

ーとして再帰的近代化論を参照することの意義を示す。 
なお、本稿には、考察の前提や、採用する理論の概説な

ど、特に倫理学や社会学を専攻する諸氏には、記述が冗長

と思われる箇所が散見されるかもしれない。しかし、本稿

ではあえて基礎的な部分にまで立ち返って、詳細な記述を

行う。それは、情報倫理に関わる教育活動に、当該領域を

専門とするわけではない教員が関与することも想定でき

るからである。その際に役立つと思われる、様々な学問的

背景を有する教員が情報倫理に関する認識と理解を共有

し深める手がかりとなり得る事柄を、本稿にて詳述する意

義は大きいのではないかと考えた。 

第二章 考察の前提 

1．社会における情報倫理とその教育 

はじめに、本稿での考察の前提となる二つの概念につい

て記す。一つは、「情報倫理教育」である。情報倫理教育

は、その名称からも分かるように、情報倫理学の知見に基

づく教育活動である。情報倫理学の営みの出発点には、「社

会との関係」という視点が既に組み込まれていた。情報倫

理学の研究が本格的に始まったのは、1980 年代である。当

時、その中心的な役割を担った人物の一人がジェームス・

H・ムーア（James H. Moor）であった。ムーアは 1985 年

の論文にて、コンピュータが他の技術とどのように異なる

のかということ、その差異が倫理学的な問題においてどの

ような重要性を持つのかということの解明を、研究の目的

として挙げている 4)。ムーアは「コンピュータ倫理学

（computer ethics）」という名称を自身の研究に用いている

が、当時の社会におけるコンピュータの著しい発達や普及

に伴う状況の変化という論点が、議論の中心に位置づけら

れている。コンピュータ倫理学の主要な課題は、コンピュ

ータ技術の社会的影響の本質、コンピュータ技術の倫理的

な利用のための指針の定式化と正当化についての分析で
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あるという 5)。 
1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、日本におい

ても情報倫理学の研究成果が次々に発表されるようにな

った。当時の議論を参照してみると、やはり情報と社会と

の関係を視野に入れて、情報通信技術をめぐる倫理の問題

が位置づけられていることが分かる。一例として、水谷雅

彦は「コンピュータの遍在化」を現代社会の特徴として挙

げている 6)。第一に、現代社会においては一般的に、情報

に関わる問題についてはコンピュータの存在を前提とし

ないものは考えがたい。それゆえ、情報一般に関する考察

は、コンピュータ技術についての問いを含んでいる。第二

に、過去の技術論、情報論に関する考察において欠落して

いた視点が、コンピュータ技術に関する考察によって発見

される可能性があるという。第三に、コンピュータ以前の

技術や情報問題に関する考察においても、コンピュータの

存在とそれを生み出した人間の欲望への歴史的、文化的な

視点が重要な意味を持つことがあるとされる。ただし、情

報倫理学という領域において扱われ得る問題の範囲はコ

ンピュータに関わるものに限られないという点で、ムーア

が定義する意味でのコンピュータ倫理学とは必ずしも一

致しないと、水谷は述べている 7)。 
情報倫理に関わる議論が浸透していく時期には、情報倫

理の教育が重要であるという認識も社会に共有されてい

った。そのような認識は、教育の現場も含めて社会にコン

ピュータが普及し、インターネットが利用されるようにな

った時期でもある。日本の大学において「情報倫理」もし

くはそれに類する名称の教育が本格的に始まったのは、

1999 年頃からとされている 8)。しかし、社会全体として見

れば、情報倫理教育とは何かということの定義やその方法

論をめぐって、教育に携わる人々の間で、もしくは異なる

教育機関の間で、十分に議論が共有されることはなかった。

それどころか、現時点においてさえ、情報倫理教育の統一

的な定義や指標が確立されているとは言いがたい。例えば、

情報倫理学の入門書や、大学生向けの情報倫理教育の教材

などにおいても、「情報倫理教育」という概念の明確な定

義は見当たらない。こうした状況が生じた一因は、情報倫

理教育が本格的に開始された時期の教育実践にあるので

はないかとの指摘も見られる 9)。当初、情報倫理の安定的

な定義が存在しないまま、その重要性に関する主張が独り

歩きして、教育の現場に持ち込まれた。その結果、各々の

現場にて手探りで情報倫理教育が開始され、互いの実施例

を参照しながら軌道修正を行い続けた。そして、情報倫理

教育なるものがいくつかの典型的な形に収束し、安定して

しまったのではないかという。 
もちろん、このような事態が研究や教育の場面で無視さ

れてきたわけではない。特に情報倫理学の研究者の一部が

問い直そうとしてきたのは、情報倫理教育の目的をどのよ

うに設定すべきなのかということであった。この問いを掘

り下げるには、従来の情報倫理教育の前提を再検討するこ

とが必要であるとされた。情報倫理学の入門書や大学生向

けの情報倫理教育の教材に関して、水谷は次のように論じ

ている。「そのほとんどは『情報化社会で被害者にも加害

者にもならないために』という標語に象徴されるような

『コンピュータ使用における「べからず集」』とでも呼べ

るものである。そこには、すでに存在しているものとして

の『情報化社会』を上手に泳ぐための手引きはあっても、

それを将来にわたってどのようなものとしてデザインし

ていくべきかという問題意識は希薄である」10)。入門書や

教材においては、情報通信技術の発達と普及が自明な前提

として位置づけられているのであり、その内実や将来的な

方向性を批判的に検討する視点が欠如しているというの

が、水谷の批判である。なお、情報倫理教育は、現在では

大学のみならず、初等教育や中等教育、あるいは企業等の

組織の研修においても、幅広く展開されている。初等教育

や中等教育では、「ネチケット（netiquette）」という名称も

用いられている 11)。 
また、社会における情報倫理をめぐる対応は、教育とい

う手法に限られない。その典型と言えるのは、技術的な対

応である。例えば、マナー違反の防止を目的として、特定

の場所では携帯端末を使用できないようにするという対

応が、社会の様々な場面で採用されてきた。こうした対応

は、「道徳の技術化」と表現される。それは、「道徳を技術

に内在化させることによって、あらかじめ道徳的問題の発

生を防ぐという思想」であり、「技術に道徳の肩代わりを

させ、表面的には道徳が機能しているかのような状態を作

り出すということ」と定義されている 12)。このような対応

に関しては、情報倫理学の観点からの問題提起もなされて

いる。技術的な対応によってマナー違反が解消され得ると

しても、それが道徳的問題やマナーについて考えるための

教育・訓練の場を奪うという結果を引き起こすとすれば、

新たな技術及びそれに伴う問題に直面した際、人々が道徳

的能力を使って対処することができなくなってしまうの

ではないだろうかという 13)。 
法的な規制という手段も、情報に関わる事柄への対処方

法の一つである。日本においても、「個人情報の保護に関

する法律（個人情報保護法）」などが整備されてきた。一

方で、従来の情報倫理教育においては倫理と法律の関係が

十分に問われてこなかったという指摘がなされている。例

えば、情報社会の進展のスピードと関連する法律の整備の

スピードにはギャップがあり、それを埋めるために倫理が

重要であると、情報倫理の教材には書かれている 14)。これ

に対して、次のような批判がある。情報倫理教育に「秩序

回復」という性急な実利が期待されたことが、法令やマナ

ーなど、倫理とは異なるものが混入されてしまった主な原

因ではないかという 15)。このような立場によると、倫理と

法律の機能や役割の区別を明確にすることが必要である

とされる 16)。第一に、倫理的な判断とは、法律の規制とは

独立に、かつ、一定の原則に従って、社会的な影響を持つ
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判断を下すことである。第二に、法律が定めることがなく

ても、一定の原則に従った判断を下す必要があると同時に、

そのような原則が法律と抵触することもあり得る。 

2．科学リテラシーと社会リテラシー 

 本稿での考察の前提となるもう一つの概念は、「社会リ

テラシー」である。この概念が、科学技術社会論を中心に

提起されるに至った背景を記すことから始めたい。近代化

に伴う科学技術の発達とその規模や影響力の増大により、

人々が直面する課題の性質が変化してきた。現代社会にお

ける科学技術のリスクは、通常は知覚できるものではなく、

化学や物理学の記号の形でしか認識され得ないと、後述す

る再帰的近代化論の代表的な論者の一人であるウルリッ

ヒ・ベック（Ulrich Beck）は指摘する 17)。すなわち、人々

がリスクを適切に認知するには、科学技術に関する知識が

ある程度は必要になるということである。近代化が進む以

前の時代には、人々の日常生活において求められる判断は、

自らの経験やそれに基づく知識を動員すれば事足りるこ

とが多かった。しかし、科学技術に関わる事柄については、

自身の経験のみに依拠して把握することは困難である。こ

れは、自身の経験から一般的な判断に至るのではなく、経

験していない一般的な知識が経験において決定的な中核

となるという事態にほかならない 18)。このことは、科学技

術に由来するリスクによって人々の生活が実際に脅かさ

れる時、より深刻な状況をもたらし得る。なぜなら、科学

的に認められない限りリスクは存在しないものとされて

しまうからであり、さらには反証を試みる際にも科学を自

らの拠り所とせざるを得ないからである 19)。 
 現代社会において人々が科学技術に関する知識を獲得

することが重要である理由を、ベックは別の角度からも論

じている。近代化が進展した初期には一般的な傾向として、

科学技術やその専門家に対する期待や信頼は大きかった。

そこでは、科学に関連する全ての事柄は変化し得るものと

して描き出される一方で、科学的合理性だけは例外として

扱われてきたという 20)。例えば、科学の営みの基本は、従

来の諸前提を疑うという批判的思考（critical thinking）で

あると言われる。そのこと自体は誤りではないが、ベック

が主張しようとしているのは、批判的思考の重要性が謳わ

れる際の隠された前提である。それは、科学的合理性自体

は科学的懐疑を自らに適用することからは免れてきたと

いうことであり、「専門家」と「素人」という対立図式に

よって科学の権威付けがなされてきたと、ベックは指摘す

る 21)。つまり、批判的思考が適用されるのは科学に関わる

研究の内部においてであり、科学そのものにはそれが適用

されないという事態である。こうして、科学技術やその専

門家の権威が自明なものとして機能している間は、それら

が疑問に付されることも少なかった。 
専門家の権威を前提とした専門家と非専門家の関係は、

非対称的である。すなわち、科学がリスクを認定し、一般

の人々がそれを理解するという図式であり、この線から外

れることは「非合理」であるとされ、世界はリスクを知覚

している者と知覚していない者に二分される 22)。そこでは、

科学に関わる知識や情報は、専門家から非専門家へと一方

向的に伝達されるべきものとして位置づけられる。専門家

にとって非専門家は、啓蒙や教育の対象である。専門家へ

の反対、不安、批判、抵抗は、詳しい知識を有していない

ゆえであり、それを与えて専門家の考えを理解させれば

人々は落ち着くだろうと考えられている 23)。そのような考

えを前提とする限り、専門家と非専門家との間での相互の

コミュニケーションは想定されがたい。このように、非専

門家の知識の欠如という専門家の想定に基づくコミュニ

ケーション・モデルを、科学技術社会論では「欠如モデル

（deficit model）」と呼ぶ。欠如モデルが自明な状況下では、

専門家による判断や決定に対する人々の懐疑が前面化し

がたいゆえに、専門家の権威も維持されやすい。 
ところが、科学技術の発達や普及に伴う深刻な問題が続

出するにつれて、専門家の権威や、それと結びついた従来

の自明性が問われる場面が増えてきた。そうした状況は、

「トランス・サイエンス（trans-science）」と表現される。

それは、「科学によって問うことはできるが、科学によっ

て答えることはできない」ということを意味している 24)。

つまり、科学的な手法によって問いを立てることはできる

が、その結果として得られた数値等は、社会が直面する問

題についての確実な答えとはなりがたいということであ

る。現代社会が直面する諸問題には、将来的な影響の予測

や完全な解決策を示すことの困難なものが多い。科学的合

理性は推測と仮定という砂上の楼閣の上に築かれている

のであり、蓋然性の枠内にある 25)。諸問題への対策を検討

する上で、科学的な予測や技術的な解決策の模索は不可欠

であるとしても、専門家でさえ確実なことが言えない。そ

うであるとすれば、専門家に意思決定の全てを委ねること

もできなくなる。それは、欠如モデルが必ずしも通用しな

くなるという事態である。そして、問題解決を図る場面で

は、たとえ専門家たちの間で見解が分かれていたり、複数

の理論が競合していたりしたとしても、社会はそれらを参

照しつつ、何らかの決定を下さなければならない。 
このような状況下では、専門家ではない人々も「科学リ

テラシー（scientific literacy）」を獲得することが望ましい

とされる。ただし、「科学リテラシー」と称されるものの

中身も多様であり得る。例えば、欠如モデルにおいて想定

されている、専門家から非専門家へと一方向的に「教育」

される知識も、その一種であろう。また、科学リテラシー

の定義自体が、時代と共に変化してきたことも注意を要す

る。当初は、科学技術が急速に発展していく状況での教育

課題という文脈で、科学リテラシーの必要性が説かれた。

その背景に存在したのは、近代科学を考慮に入れることな

しに、人間的価値の定義や社会的・経済的・政治的諸問題
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の理解を試みることは非現実的であるという認識であっ

た 26)。その後、この概念の再定義が試みられてきた。その

結果として得られた各種の定義と主な論点を、廣野喜幸は

次のように整理している。「①基礎的な科学・概念、②科

学という活動・プロセス、③科学と社会の関係について伝

え、理解を促し、(A)個人的な問題に対し、それを使いこ

なせること、(B)社会的な問題に対し、それを使い判断を下

せること、インフォームド・ディベートができること」27)。

科学リテラシーの獲得は、科学技術に関わる社会的な意思

決定の過程に人々がどのように関与すればよいのかとい

うことを問うに際して検討すべき、重要な論点である。 
一方、科学技術の専門家の側も、自らが関与する研究開

発と社会との関係に自覚的でなければならない。ここに登

場するのが、「社会リテラシー」という概念である。それ

は、「自分のやっている研究の社会的意味を理解すること」

であり、具体的には以下のような項目が挙げられている 28)。

研究している内容の社会における位置づけ、研究予算がど

のようにして公的資金の中から予算化されるのかという

こと、各国の理科教育の行方、科学技術ガバナンスへの市

民参加の現状に関する知識、科学について市民がどのよう

なイメージを持っているかということに関する議論など

である。社会リテラシーの重要性が掲げられた背景の一つ

として、特に日本においては、文系と理系という区別を前

提として教育が展開されてきたという事情がある。文系の

人々の科学リテラシーが不十分になりがちであるのと同

様、理系の人々の社会リテラシーもそれほど高くないこと

が多いという指摘も見られる 29)。ただし、科学リテラシー

も社会リテラシーも、いずれも「科学技術と社会の関係」

という共通の問題設定に基づいて、その必要性が説かれて

いる。現代社会が直面する科学技術の諸問題への取り組み

において、その行動主体となり得る人々が身につけるべき

リテラシーという、より大きな枠組みで捉えるならば、両

者は不可分な関係にあるとさえ言える 30)。 

第三章 再帰的近代化論の導入 

1．再帰的近代化とは何か 

以上において、「情報倫理教育」と「社会リテラシー」

という、本稿の考察の前提となる二つの概念及びその歴史

的・思想的背景を記した。先述の定義では、社会リテラシ

ーという概念は、主に理系の研究者が自身の行っている研

究の社会的意味を理解するための素養として、また、広義

には科学技術リテラシーの一部に含まれるものとして位

置づけられていた。しかし、この定義だけでは十分ではな

いと、筆者は考える。第一に、一口に「文系」といっても、

その内実は多様である。例えば、社会及びそれに関わる諸

現象を主たる分析の対象とする社会科学系の領域の研究

者と比べて、人文系の研究者が社会についての同等の見識

を有しているとは限らないのではないだろうか。第二に、

情報倫理学ならびに情報倫理教育において扱われる情報

をめぐる諸問題には、文系と理系の両方にまたがる学際

的・領域横断的な性質を有するものも、少なからず含まれ

るということである。こうした問題に関しては、特に情報

に関わる領域を専門としない教員が情報倫理教育を担当

する場合には、当人の研究領域が文系であるか理系である

かを問わず、情報と社会の関係についての見識が必要であ

ろう。以上の二つの点を考慮に入れるならば、情報倫理に

関わる教育及び研究に携わる教員が、情報と社会の関係に

ついての共通の見識という意味での社会リテラシーを獲

得することにより、相互に認識を共有し、取り組むべき課

題を明確にする意義は大きいはずである。 
このような問題意識に基づいて、情報倫理に関わる教育

や研究の場面で、それらに関与する教員にとっての社会リ

テラシーとしての役割を、社会学における再帰的近代化論

が果たし得る可能性について論じる。従来、情報倫理学な

らびに情報倫理教育と再帰的近代化論が関連づけられて

考察されることは、ほとんどなかったと思われる。既に見

たように、情報倫理学の研究者が、自身の研究領域ならび

に情報倫理教育への反省的な視点の必要性を掲げてきた

ことは確かである。しかし、倫理学に軸を置いて問いを深

めることは重要であるが、情報に関わる問題を扱う周辺領

域との関連性も視野に入れるべきではないだろうか。その

ことは、情報倫理教育の内容や方法の改善を図る上でも問

われるべき事柄である 31)。情報倫理に関わる教育及び研究

の在り方を問うには、その背景への着目、つまり、情報通

信技術の発達と普及が進んだ社会状況についての視点も

必要であると考える。そして、このような視点に基づく研

究と実践を展開するには、倫理学の知見だけでは十分では

ないだろう。 
概して情報倫理学の先行研究では、現代社会における倫

理の機能や役割、様々な情報通信技術の特徴及び開発の歴

史、情報通信技術に関連する社会制度やその理念等に関し

ては、立ち入った考察がなされてきた 32)。一方、直面する

社会状況の成立の経緯やその背景にあるものを問うこと

は、必ずしも主題にはなり得ていない。情報倫理学の研究

ならびに情報倫理教育の実践が置かれた社会の状況や文

脈を問い直すこと、つまり、これらの営みの諸前提を問う

ことによって、現状において直面する困難の所在をより明

確にしたり、関連する論点をより掘り下げたりすることが

可能になるのではないだろうか。そして、そのことが情報

倫理学の研究のみならず、情報倫理教育の充実に向けた改

善の試みにおいても有用であり得るのではないか。このよ

うな認識と着想に基づいて、以降の考察を展開する。それ

により、情報倫理学の問いを深めるために再帰的近代化論

を参照することの意義を明らかにする。 
情報倫理学において教育や研究の対象となっている事

柄の背景には、モダニティ（modernity）の形成と展開とい
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う現象が存在する。アンソニー・ギデンズの定義では、モ

ダニティとは、17 世紀以降のヨーロッパに出現し、その後

に世界中に影響が及んでいった社会生活や社会組織の様

式である 33)。再帰的近代化論においては、現代社会が直面

する状況は、モダニティの徹底化（radicalization）の結果

として生じたものであると論じられている。モダニティに

顕著な特徴とは、外向性と内向性、すなわちグローバル化

する力と個人的性向という二つの極の間の相互結合が強

くなっていくことである 34)。ギデンズは、この点を情報通

信技術の発達との関連で捉えている。マス・コミュニケー

ション、特に電子コミュニケーションの発達と共に、自己

と社会システムの相互浸透が、より顕著になっているとい

う 35)。こうした傾向が徹底化していく過程が、「再帰的近

代化」と表現される。それは、社会の営みが、当該の営み

に関して新たに得た情報によって常に吟味され、その結果、

営み自体の特性を本質的に変えていくことである 36)。 
情報通信技術の発達と普及は、再帰的近代化を推し進め

てきた。再帰性が増大するに至った背景を、ギデンズは「脱

埋め込み（disembedding）」という概念によって説明する。

それは、社会関係を相互行為のローカルな脈絡から引き離

し、時空間の無限の拡がりの中に再構築することである 37)。

脱埋め込みを促進する主要なものの一つとして、ギデンズ

は科学技術の「専門家システム（expert system）」を挙げる。

それは、今日の物質的、社会的環境の広大な領域を組織化

する、科学技術上の成果や職業上の専門家知識の体系であ

る 38)。近代化の進展に伴い、人々の日常生活はローカルな

伝統の束縛から解き放たれていくと共に、専門家システム

に取り込まれることとなった。そこでは、人々は専門家シ

ステムに依拠し、それを自明な前提として日常生活を送る

ようになる。つまり、専門家システムやそれへの依拠を改

めて意識しない、あるいはほとんど意識しなくても済むと

いう状況である。ギデンズは、専門家システムに対する

人々のこのような関係を、「顔の見えないコミットメント

（faceless commitment）」と表現する。それは、特定の専門

家個人に対してというよりは、専門家の知識やシステムそ

のものに対する信頼である 39)。その意味で、専門家システ

ムの別名は「抽象的システム（abstract system）」である。

このようにして、社会関係を前後の脈絡の直接性から切り

離していくゆえに、専門家システムは脱埋め込みメカニズ

ムとして機能する 40)。 
再帰的近代化の影響は、個人にも及ぶ。自己は、自らが

依拠する制度的文脈と同様に、再帰的に形成されていく 41)。

つまり、再帰的近代化という概念は、社会の再帰性のみな

らず、個人の再帰性をも含意するものである。再帰的であ

り続けなければならない状況下での個人の在り方を、ギデ

ンズは「自己の再帰的プロジェクト」と称する。伝統がそ

の拘束力を失うにつれ、そして日々の生活がローカルなも

のとグローバルなものとの相互作用によって再構成され

るにつれ、個人は多様な選択肢の間でライフスタイルの選

択を切り抜ける必要に迫られるようになる 42)。従来の価値、

規範、秩序、組織といったものが自明ではなくなると、そ

れらを前提とした生活の維持も困難になり得る。そこでは、

人々は自らのライフスタイルを繰り返し再選択し直さな

ければならない。その意味で、自己の再帰的プロジェクト

は、絶えず修正される生活史の物語にその本質がある 43)。

そして、情報通信技術が著しく発達し普及した現代社会で

は、ライフスタイルの絶えざる再選択は、そうした技術に

依拠してなされることも多い。それゆえ、社会の再帰性と

同様に個人の再帰性にも、情報通信技術の発達と普及が少

なからず影響していると考えられる。 

2．ギデンズの議論に焦点を合わせる理由 

ここまでの記述は、主としてギデンズの議論に依拠して

きた。一方、社会や個人の再帰性あるいはそれに相当する

現代社会の諸特徴を、ギデンズとは異なる表現を用いたり、

異なる観点や前提において論じたりしている研究者は数

多く存在する。一例としてウルリッヒ・ベックの場合、現

代社会における科学技術に関わるリスクを、「再帰性」と

いう概念との関連で論じている。ベックの議論において強

調されているのは、科学技術の大規模化や影響力の増大に

よってもたらされる社会状況の変化と、それに伴う不確実

性である。不確実性に満ちた現代社会の特徴を、ベックは

「リスク社会（risk society）」と表現した。ベックによると、

近代社会は科学技術の発達と普及に支えられて、「産業社

会（industrial society）」として発展してきた。しかし、科

学技術が大規模化し、自然や社会に対する影響力も著しく

増大した結果、科学技術それ自体が人類の生存を脅かし得

るものとなった。それゆえ、科学は自らの生み出したもの

や自らの欠陥、そして科学の産物である諸問題と対決して

いかなければならない 44)。ここに見られる自己言及的な性

質としての「再帰性」を「省察（reflection）」と区別するこ

とが、ベックの議論の特徴の一つである。ベックの理解で

は、「省察」という概念は近代化における知識の増大や科

学原理の適用を意味するのに対し、近代化の基盤を近代化

の帰結と対決させること、つまり、従来のシステムにおい

ては対処や同化が困難な結果と対決していくことが、「再

帰性」である 45)。 
先述のように、社会が新たに得た情報によって自己言及

的に変化していくことを、ギデンズは再帰的近代化の主な

特徴として挙げる。つまり、ギデンズの認識では、「情報」

は再帰的近代化の特徴を考察する上での主要概念である。

それに対して、上に引用したベックの議論においては、「情

報」は必ずしも考察の中心には位置づけられていない。確

かにベックは後年、情報通信技術を活用したコミュニケー

ションに大きな関心を寄せるようになった。グローバルな

リスクには社会や政治を変える力があるが、それはコミュ

ニケーションという媒体を通して力を持つという 46)。科学
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技術によってもたらされた諸問題の中には、肉眼では知覚

できないものや現時点では影響が不確実なものなど、専門

的な知識がなければ十分な理解が困難なものが多い。それ

ゆえ、メディアやその他の社会制度が提供する情報がなけ

れば、人々はリスクに気づくこともできない 47)。このよう

に、現代社会におけるリスクをめぐる認知や行動には情報

が不可欠であることを、ベックは強調する。ただし、これ

らの議論の方向性は、情報倫理学や情報倫理教育の置かれ

た状況や文脈を再検討するという、前述した本稿の目的と

は必ずしも一致しない。むしろ、ベックの主たる関心は、

完全な予測や制御が不可能な様々な事態が社会の各所で

進展する状況を「リスク」という観点から記述することと、

そのような状況に人々がどのように立ち向かうべきなの

かという問いであると言えよう。 
ギデンズやベックとは異なる観点や前提に基づく問題

設定がなされている議論の一例として、ニクラス・ルーマ

ン（Niklas Luhmann）による考察にも言及しておきたい。

ルーマンの場合、ギデンズやベックが採用している、モダ

ニティの出現、そしてその徹底化という一連の状況変化の

結果として現代社会の諸特徴が現れたという立場はとら

ない。社会の近代化に伴って「機能分化（ functional 
differentiation）」が進んだことが決定的な意味を持っている

と、ルーマンは考える。全ての先行する社会とは異なり、

現代社会は機能的に分化した諸システムから成るのであ

り、それぞれが特定の機能に関して分化しきっているゆえ

に、あるシステムが他のシステムよりも優先されるべき、

あるいは上位に置かれるべきといったことは言えないと

いう 48)。それぞれに分化したシステムの作動を、ルーマン

は「オートポイエーシス（autopoiesis）」と形容する。オー

トポイエティックなシステムとは、自らを構成している要

素をその要素自体を用いて再生産し、この過程を通じて環

境に応じた境界を定義するようなシステムである 49)。 
ルーマンによると、こうしたシステムから成る社会には、

固有なリスクが数多く存在する。その一つは、例えば法シ

ステムであれば「合法／不法」といったように、それぞれ

のシステムが二元的にコード化されていることに由来す

るリスクである。コードの一方を選択することにおいては、

そこで選択されなかった反対値が選択される可能性を構

造的に排除できない。すなわち、コードの一方を用いるこ

とが可能なのは、他方も活性化し得るという条件下におい

てのみであるというリスクが、ここには存在する 50)。また、

諸システムへと機能的に分化した結果、それらのシステム

の全てを包括的に統御し得るようなものが存在しないと

いうことに由来するリスクも出現した。それは、あるシス

テムにおいては是認されたものが、他の諸システムに対し

て予測不可能な影響を及ぼし得るということである 51)。シ

ステムの機能分化に由来する構造的なリスクという問題

は、ギデンズやベックの議論においては主たる検討対象と

はなり得ていない。この点に、ルーマンのリスク論の大き

な特徴があると言えよう。 
ただし、このようなルーマンの観点から、本稿での検討

課題について論じることは、必ずしも容易ではない。情報

倫理学の領域における先行研究の大半は、現代社会が機能

的に分化した諸システムから成ることを、必ずしも考察の

前提とはしていないからである。諸システムが独立してお

り、それらを包括的に統御し得るものが存在しないという

ことを前提とするならば、情報倫理学の領域の諸論考にお

いて一般的に想定されているような、倫理や法律によって

社会全般における情報の流れや利用方法を統御するとい

う構想自体を退けることになり得る。それゆえ、それらの

先行研究をルーマンの議論と安易に接続することは適切

ではないだろう 52)。その意味で、情報倫理学や情報倫理教

育において扱われている論点を再帰性に関する社会学の

議論と関連づけて検討するという試みの出発点としては、

諸システムへの機能分化を考察の前提としないギデンズ

の議論の方が、より適していると考えられる。したがって、

本稿ではギデンズの観点に主に依拠して考察を展開する。

それを通じて得られた成果を基礎として、ギデンズとルー

マンの観点を対比させながら、より発展的な考察を行うこ

とも可能になるはずである。 
以上を確認した上で、ベックやルーマンではなく、ギデ

ンズの議論に焦点を合わせて本稿での考察を展開する理

由としては、次のような積極的な理由を挙げることができ

る。第一に、後述のように、情報通信技術が発達し普及し

た状況に関して、情報倫理学や情報倫理教育においても主

たる関心の対象となっている事態をも視野に入れつつ、ギ

デンズの再帰的近代化論と関連させて論じた先行研究が

存在する。第二に、他の論者と比べて、ギデンズは再帰的

近代化において「情報」の果たす役割をより重視し、それ

を議論の中心に位置づけている。第三に、不確実性の増大、

道徳の機能不全、倫理の普遍性をめぐる問題といった、本

稿の後半部で扱う情報倫理学及び情報倫理教育に関わる

各種の論点について、ギデンズは「再帰的近代化」という

共通の観点から検討を試みている。それゆえ、情報通信技

術が発達し普及した状況下での情報倫理学及び情報倫理

教育に関わる諸問題を主たる考察の対象とする本稿にお

いて、検討課題をより深く掘り下げるために、ギデンズの

議論を中心に参照することには意義があると言えよう 53)。

このように整理することで、本稿における考察の範囲と方

向性を、より明確にすることができたと考える。 

3．ギデンズの議論に依拠した先行研究 

次に、ギデンズの再帰的近代化論に依拠し、本稿の問題

関心との関連性も深い先行研究を見る。その理由は、これ

らの研究においてはギデンズの議論が深められ、そのさら

なる展開の可能性が示唆されているからである。近代以降

の社会においては、従来の諸前提が不断に問い直され、更
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新されるという事態が日常的に生じるようになった。この

ような特徴を有する社会では、モダニティのもたらした帰

結がこれまで以上に徹底化し普遍化していくと、ギデンズ

は考える 54)。この主張は、現在の状況にも当てはまるだろ

う。それどころか、自己言及的な変化は加速化し、その頻

度も増大し、変化の影響が及ぶ範囲も拡大している。ただ

し、ギデンズの議論には時代的制約があることも考慮に入

れなければならない。本稿で引用したギデンズの議論は、

インターネットが登場し、その普及が始まった時期のもの

である。一方、それ以降も情報通信技術は発達し、そのこ

とに伴って社会の状況も変化してきた。したがって、ギデ

ンズの議論とその前提を、必要に応じて更新するという作

業が不可欠となるはずである。 
吉田純は、モダニティの徹底化についてのギデンズの主

張を、情報通信技術の発達と普及という論点との関連で検

討することを試みている。新たな情報が次々にもたらされ

ることによって状況が絶えず変化していくという再帰的

な過程においては、情報通信技術の及ぼす影響が大きい。

吉田はこの点に注目し、情報通信技術の影響下で再帰的近

代化が進行する状況について、ギデンズよりも具体的に論

じている。すなわち、貨幣が物理的制約から離れてコンピ

ュータ・ネットワーク上を流通し得るものになったこと、

情報通信技術自体が新たな専門家システムとして社会基

盤に浸透したこと、情報の収集と管理による再帰的モニタ

リングの過程が情報通信技術の利用によって効率化及び

自動化されつつあることなどである 55)。こうした現象が社

会の至る所に出現した状況を、吉田は「情報化

（informatization）」と形容する。情報化とは、情報通信技

術が社会の本質的な構成要素として組み込まれることに

より、社会関係が再構築されていく過程の全体を指すもの

である 56)。このような情報化こそ、現代において再帰的近

代化の進行過程に不可欠な要素になっているという。ただ

し、それは情報通信技術が一方的に社会や文化に影響を与

えたり、それらの方向性を規定したりするということでは

ない。情報通信技術もまた、社会や文化によって意味づけ

られ構築されるという双方向的な視点が必要であると、吉

田は強調する 57)。 
情報化の進展の結果として実現したインターネット上

でのコミュニケーションの場は、「CMC（Computer Mediated 
Communication）空間」と呼ばれる。その対概念は、「FTF
（Face to Face）空間」である。CMC 空間の特性は、ギデ

ンズの観点に依拠することによって明確に理解できると、

吉田は考える。それは、CMC 空間について「再帰性」と

いう観点から把握するということである。CMC 空間にお

いては、コミュニケーションが既存の固定的な「状況的コ

ンテクスト」、すなわち、伝達された情報を理解するため

の背景的前提には依存し得ず、状況的コンテクストをコミ

ュニケーション自体の中で構築していかなければならな

い 58)。これは、ギデンズが再帰性を定義するに際して想定

していた、常に新たな情報によって従来の諸前提が問い直

されるという事態が進展したものとして理解できるだろ

う。SNS（Social Networking Service）や Web 会議ツールの

出現と普及により、このような状況は従来にも増して顕著

になっている 59)。 
人々が専門家システムに依拠して日常生活を送るよう

になった近代以降の社会では、ローカリティからの脱埋め

込みが進行すると、ギデンズは指摘していた 60)。CMC 空

間は、情報通信技術に関わる専門家システムによる管理や

維持を前提として成立するものである。それゆえ、CMC
空間の出現は、情報通信技術の発達と普及に伴うモダニテ

ィの徹底化の結果として生じた現象として位置づけるこ

とができる。ただし、CMC 空間での人間関係に着目する

ならば、現代社会においては FTF 空間が失われていくとい

う一方向的な変化をたどっているわけではないと、吉田は

指摘する。インターネット上では、匿名掲示板のようにFTF
空間から離脱するリアリティの構築がなされると同時に、

SNS のように FTF 空間に再接続し補完するリアリティを

構築することも可能だからである 61)。 
情報通信技術の発達と普及によって実現した、インター

ネットを介した Web メディアの性質に注目することで、ギ

デンズの問いをさらに展開できる可能性があることを、中

西眞知子も示唆している。中西は吉田の議論を参照しつつ、

インターネットの普及した状況について論じた。吉田によ

ると、インターネット空間の本質的な特徴は、理念的には

全ての人々が情報を共有しコミュニケーションを行うこ

とによって、その再帰性を社会のあらゆるレベルに一般化

し徹底化するという点である 62)。この議論に基づいて、再

帰性の一般化と徹底化の顕著な例として、中西は世界各地

で多発するテロリズムに注目する。テロリズムにおいて、

そしてテロリズムに対する報復行動において、双方とも

Web メディアを積極的に利用している 63)。ここには、メデ

ィアを通じたコミュニケーションによって社会が不断に

再帰的な変化を遂げていくという、ギデンズの論じた事態

がさらに進展した状況を確認することができる。さらには、

先に引用した吉田の指摘にもあったように、人々のコミュ

ニケーションの過程で、その動向やニーズに応じて、メデ

ィアやそれを支える技術も変容していく。 
また、このような状況下では、様々な領域であらゆる方

向へと、人々が無自覚なままに再帰性が働くこともあるの

であり、予期せぬ変化を呼び起こす 64)。つまり、コミュニ

ケーションを通じてもたらされる結果は当初の予測とは

大きく異なる可能性があり、当事者の意図通りに事態が進

むとも限らない。中西も指摘するように、これは再帰的近

代化に関して、ギデンズよりもベックが強調していた点で

ある。望まれてもいない、気づかれないままの、強制的な

変化を「再帰性」、従来の社会制度においては対処や同化

が困難な結果に対決していく過程を「再帰的近代化」と、

ベックは定義する 65)。ギデンズが「情報」に力点を置いて
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展開した議論に依拠して現代社会の状況を記述しようと

すると、ギデンズ自身による「再帰性」の定義だけでは足

りない部分もあるということを、中西の考察は示している

と言えよう。 

第四章 再帰的近代化が進行する社会の諸特徴 

1．不確実性の増大 

以上において、ギデンズの議論を参照した先行研究にて

示されている主な論点を見た。それにより、情報通信技術

の発達と普及が進んだ状況下での社会とその再帰性の特

徴を確認した。しかし、これらの先行研究においては、本

稿の検討課題である情報倫理学や情報倫理教育に関わる

議論との直接的な関係は示されていない。それゆえ、先行

研究において示された論点を視野に入れつつ、本稿の問題

関心に即して探究する必要がある。本稿では、現代におけ

る情報と社会の関係を、再帰的近代化論の観点から検討す

ることにより、情報倫理に関わる教育や研究の社会的文脈

への理解を深めることを試みようとしている。この目的を

達成するには、情報と社会の関係について、情報倫理学と

再帰的近代化論の両者において共通に扱われている論点、

しかも、情報倫理学の従来の研究においては、その社会的

文脈に関する記述が不徹底であったと言わざるを得ない

論点を取り上げる必要があると考える。それにより、再帰

的近代化論を参照することが、本稿の目的の達成のために

どのように有用であり得るのかということが、より具体的

に見えてくるはずである。そこで、以降において、上記に

該当する三つの論点を中心に扱う。 
第一の論点は、「不確実性」である。近代以降の社会に

おいては、様々な場面で不確実性が増大する。そうした事

態を、ギデンズは次のように表現する。「モダニティとい

う条件のもとでは、知識環境の再帰的組織化によって未来

が絶えず現在に引き込まれている。未来の領域は、いわば

切り開かれ植民地化される。しかしながらこの植民地化は、

その本質からして完全なものではありえない。つまり、リ

スクという観点から考えることが、計画が予期された結果

からどのくらい逸れそうなのか、ということを評価する際

には不可欠なのである。リスク評価は正確さ、さらに数量

化も動員するが、本来的に不完全である」66)。絶えざる新

たな情報によって諸前提が不断に問い直されていくこと

を、ギデンズは再帰的近代化の特徴として挙げていたが、

この特徴そのものが各種の不確実性を増大させている。 
現代社会における意思決定の特徴やそこでの倫理の位

置づけを論じた情報倫理学の領域での先行研究にも、不確

実性に関わる議論が存在する。一例が、高橋久一郎による

以下の指摘である 67)。倫理が対応すべき事柄と情報がある

程度限定されている場合には、倫理は強力な保証になり得

る。しかし、現代社会においてはそうした条件が該当せず、

倫理が対応すべき事柄と情報のいずれも拡大している。さ

らに、ギデンズが再帰的近代化の特徴として述べたことと

同様の認識も、高橋には見られる。現代においては、絶え

ず新たな、そして大量の情報が生み出されており、そのこ

とによって逆説的に不確実性が増大しているという 68)。高

橋がこのように指摘した 2000 年代以降の状況を見るなら

ば、SNS の多様化と普及は社会に流通する情報をさらに増

大させたのであり、そこには一層の不確実性が伴っている。

フェイクニュースが SNS によって大量かつ広範囲に拡散

され続けるという事態は、その典型例であろう。 
行為の決定において考慮すべき情報の確定に関わる不

確実性が増大するということは、決定の正当性、もっとも

らしさに関する確信を減ずるのであり、こうして不確実性

の下で採用した行為自体が新たな不確実性を生み出す 69)。

ここで高橋が主張している、現代社会における不確実性に

関わる各種の特徴をギデンズの理論に依拠して記述する

ならば、これらはいずれも再帰性の増大の諸側面であると

表現することができる。そこには、社会の再帰性と個人の

再帰性という二つの側面を確認できる。両者は常に連動す

るとは限らないが、社会が再帰的に変化していく中で、大

量かつ多様な情報に触れ、それらを取捨選択せざるを得な

い個人にも再帰性が作用する。このように、再帰的近代化

論を参照して情報倫理学の議論を捉え直すことで、その論

点が明確になる。すなわち、情報倫理学の議論において、

漠然と「不確実性」と表現されて断片的に述べられていた

事態を、それが生じている社会の構造との関連で、より的

確に捉えることが可能になる。 
 また、不確実性の増大という事態は、科学技術社会論の

議論を参照して記述した、専門家と非専門家の間でのコミ

ュニケーションという論点にも関わる。新たな情報によっ

て従来の諸前提が不断に問い直されるという、不確実性を

伴う再帰的な営みを、ギデンズは「省察」と表現する 70)。

その一例として挙げられているのが、社会学をはじめとす

る社会科学の営みである。そうした領域の言説、概念、理

論、知見といったものは、研究対象の中に絶えず循環的に

出入りしていくのであり、それらは研究対象を再帰的に再

構築していく 71)。マスメディアの影響は言うまでもなく、

インターネットの出現、とりわけ SNS の普及は、このよう

な傾向に拍車をかける。これらを介して、専門家の発信す

る情報やメッセージに人々が触れ、さらにはそれらに反応

する機会や手段が増大してきたからである。 
不確実性の増大は、情報倫理学の営みそれ自体にも当て

はまる。例えば、倫理学的な議論と情報通信技術の発達と

の関係について、村田潔による次のような指摘がある。「概

念枠組みがうまく設定できたとしても、概念枠組みの形成

がわれわれの事実認識に影響を与えることになり、さらに

は、選択可能なポリシーの中からどれを選ぶのかを決定す

る際には、情報通信技術が新たな行為を可能にし、したが

って新たな価値をもたらすため、従来からの価値を見直す
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必要が出てくる」72)。ここでは、二つのことが述べられて

いる。第一に、倫理学的な概念枠組みの設定自体が、それ

に続く意思決定の方向性を左右する。第二に、技術の進展

に伴って新たな状況が生じることで、認識の前提の見直し

を迫られる。これらは、従来の状況や前提が自明性を失っ

て不確実になり、再帰的に組みかえられていくという点で

共通している。それゆえ、「再帰性」という概念を用いて

記述することで、二つの論点の意味するところをより明確

にすると共に、両者を共通の枠組みにおいて捉えることが

可能になる。 

2．道徳の機能不全 

第二の論点は、「道徳の機能不全」である 73)。再帰的近

代化の進展に伴って、従来の諸前提が機能しがたい状況が

継続的に発生し得る。自明性が揺らぐのは、価値も例外で

はない。現代においては、社会においてその共有が期待さ

れる道徳全般が機能しにくくなっていると言われる。道徳

の共有やそれに基づく教育が困難になっているのは、そこ

で語られていることが、社会における自明な前提になり得

ていないからであろう。今日、モラルの自明性の喪失とい

うことが語られる状況は、モラルの存在理由と自己とが希

薄な関係にあることと深く結びついていると、越智貢は指

摘する 74)。換言すれば、個人が社会のルールやその基盤と

なるモラルを積極的に内面化し、遵守しようとする契機が

失われているということである。こうした状況下では、情

報倫理も機能しにくいとされる。情報倫理／情報モラルは

日常モラルをベースとする二次的モラルであり、前者のよ

さは後者のよさに支えられて堅固なものとなるからであ

る 75)。情報倫理学において指摘されている以上のような事

態は、なぜ生じたのだろうか。そのことを考える手がかり

として、再帰的近代化論を参照してみたい。 
社会の再帰性が増大するに伴って「内的準拠性（internal 

referentiality）」が高まると、ギデンズは指摘する。人間に

よる生活環境の制御の徹底が試みられてきた近代社会の

特徴の一つは、内的準拠システムであるという。それは、

その動力と力学を、人間活動にとって外部的な影響からで

はなく、社会的に組織された知識・主張から引き出してい

るシステムである 76)。これは、人間活動のもたらす影響力

が強まり、人為による諸現象の統制が従来よりも一段と可

能になった状況であると言える。こうした特徴が顕著にな

るのは、社会システムが制度的に再帰的になって以降のこ

とである 77)。ギデンズは、この状況を、近代以前の社会と

対比して説明する。近代以前の社会では、伝統、自明視さ

れた習慣、外的な自然に対する実利的な適応に従って生活

が組織されていた 78)。概して、このような内的準拠性に乏

しい社会においては、道徳が効力を発揮しやすい状況が整

っていたという。この点について、ギデンズは以下のよう

に説明する。「単なる習慣とは違って、伝統はつねに『拘

束的』な規範的性格を持つ。さらに『規範的』とは、ここ

では道徳的要素を含んでいる」のであり、「伝統的振る舞

いはそれ自身の道徳的正当性を持っており、その正当性は、

技術的な力が何か新しいものを導入することに特に抵抗

する。伝統の固定性は、過去の知恵が蓄積することによっ

てできあがるものではない。むしろ、過去を現在と調和さ

せることは、伝統が内包する規範的教えに固着することに

よって達成される」79)。 
近代以前の社会では、道徳に由来する拘束力によって、

新たな要素の導入やそれに伴う社会の変化が生じにくか

った。こうした状況は、近代化の進展と共に一変したとい

う。その理由を、ギデンズは次のように論じている。「内

的準拠性が発達する過程において決定的なのは道徳性の

消失であり、とりわけ道徳的見解が確実に日々の実践と調

和している場合はそうである。というのも、道徳的原則は

リスクの概念やコントロールの力学の流動化と対立する

からである。未来の植民地化にとっては、道徳は非本質的

なものなのである」80)。少なくとも表向きには「変わらな

い」ことを重視する伝統が衰退すると、それと連動してい

た道徳の効力も失われる。それどころか、再帰的近代化が

進む社会では、絶えず変化する状況に適応して、人々は自

らの認識や行動を不断に見直し、軌道修正を図っていかな

ければならない。それゆえ、道徳によって変化を抑えると

いう選択肢は、もはや有効ではあり得ない。これが、日常

的な道徳の自明性の喪失として情報倫理学において論じ

られている事態が生じた背景について、再帰的近代化とい

う観点から記述した場合の一つの解釈である。 
先程見たように、情報倫理学においては、道徳が社会に

おいて十分に機能し得ない状況への危機感が表明されて

いる。そして、その危機に対応するにはどうすればよいの

かということが検討されている。情報倫理教育の実効性へ

の問いという形で、その教科書の内容に対して倫理学者た

ちが発した先述の疑問も、このような危機感に基づくもの

である。しかし、道徳の自明性が揺らぐ状況がなぜ生じた

のかということを、その社会的文脈に注目して検討するこ

となしには、今後の可能性やあるべき対策を十分に論じる

ことはできないだろう 81)。それゆえ、再帰的近代化に関す

る社会学的な観点からの記述を参照することは、情報倫理

学ならびに情報倫理教育に関わる問いを深化するために

も有効であると考える。 
「内的準拠性」は、社会の再帰性と個人の再帰性の関係

を問う上でも重要な概念として位置づけられている。再帰

的近代化が進行した社会では、外的な準拠点が欠如してい

るので、人生は個人のプロジェクトや計画と結びついた軌

跡として現れる 82)。ギデンズは、近代社会における個人の

ライフスタイルの在り方を「自己の再帰的プロジェクト」

と表現していた。個人は、人生を個別の内的に準拠した現

象として、再帰的に秩序づけて組織することを求められる

83)。このような状況が生じた背景を検討する際に注目すべ
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きなのは、外的な準拠点、つまり、社会及びその構成員に

とって自明な前提として共有することが可能なルールや

価値である。その例として、ギデンズは近代における人間

理性への絶大な信頼を挙げる。近代以前の宗教、そしてそ

れと結びついた伝統が社会を統制することが可能であっ

た状況に代わり、人間の理性を中心とした新たな秩序の形

成が試みられたのが、近代という時代である。 
ところが、近代の初期に想定されていたそのような試み

は、近代化の進展の結果として挫折する。理性の主張は、

それが「伝統」という主張にとって代わった際には絶大な

確信性を有していたが、モダニティの再帰性が理性を打破

していった 84)。もはや、理性というものを確実な根拠もし

くは出発点として判断し行動することはできない。それは、

知識を確信性と同一視するのは誤りであることが判明し

ていったということであり、今日の社会は再帰的に適用さ

れた知識によって形成されているが、同時にこうした知識

の構成要素がいずれも修正を受けないとは断言できない

85)。それゆえ、個人が自身の生き方の確実な根拠となるも

のを自らの外部に求めることは困難になった。個人はもは

や、主に外的な道徳的規範に依拠するのではなく、自己の

再帰的組織化によって生きるのである 86)。 

3．倫理の普遍性をめぐる問題 

第三の論点は、「倫理の普遍性をめぐる問題」である。

情報倫理学と再帰的近代化論の両者において、現代社会で

の道徳の機能不全が指摘されていることを、これまでの検

討を通じて確認した。ただし、これらの議論は、ある程度

の近代化を既に遂げた先進国の社会を主な対象としたも

のであろう。一方、従来は先進国として位置づけられてこ

なかった諸地域においても、情報通信技術が普及している。

情報通信技術が世界中に普及しつつある状況への倫理学

的な対処の在り方を問うことは重要な課題であると、ジェ

ームス・H・ムーアは論じている。ムーアによると、グロ

ーバル化が進む現代社会では、「文化相対主義（cultural 
relativism）」は有効ではないという。ムーアの定義では、

文化相対主義とは、倫理学的な諸問題に関しては、地域の

習慣や法に基づいて、状況に応じて解決されなければなら

ないとする立場である 87)。このような観点に依拠して意思

決定を試みたとしても、現代社会が抱える諸問題には対処

しがたいと、ムーアは考える。その理由として、第一に、

現代においては、情報通信技術の発達と普及によって流通

する情報がグローバルな性質を持つということである。情

報は特定の慣習とは関係なしに流通するのであり、地域の

慣習や掟に訴えたとしても、答えを得られないという 88)。

第二に、情報倫理学が対象とする諸問題に関わる「方策の

欠如（policy vacuum）」とムーアが呼ぶ状態が生じている

ということである。すなわち、問題の新しさゆえに、それ

にうまく対処することのできる慣習や掟はどこにも見当

たらないという 89)。 
それゆえ、地球上の人類に共通な価値を基盤とした意思

決定の在り方を構想することが望ましいと、ムーアは主張

する。あらゆる人々に共通の価値とは、生命、幸福、自由、

知識、能力、資源、安全といった、全ての文化に見出すこ

とができる「本質的価値（core values）」であるとされる 90)。

これらの価値が人間として本質的であるとすれば、グロー

バルな問題の解決に向けた取り組みの基礎になり得ると

いうのが、ムーアの構想である。ただし、環境や状況の違

いゆえ、それらの価値は異なった形で表現され得るのであ

り、個人や文化の多様性については考慮の余地があるとい

う 91)。このように、ムーアは状況の個別性への配慮も行っ

ているとはいえ、その議論全体として見れば、価値の普遍

性を、そして、それに依拠した問題解決の可能性を強調し

ていると言える。以上のようなムーアの主張は、従来の情

報倫理学の議論において大きな影響力を持ち、日本におい

ても頻繁に引用されてきた。しかし、倫理の普遍性を説く

ムーアの主張には、再検討の余地のある論点がいくつも含

まれていると考える。 
第一に、本質的価値とされるものがあらゆる人々に共通

であるという前提を無批判に受け入れて、そこから議論を

開始することは、果たして適切だろうか。また、明確で公

正な方法論なしにそれらの価値を採用することは、政治的、

経済的、軍事的な力を有する者が自らの価値を強制したり

押しつけたりする危険性を伴うと、村田潔は指摘している

92)。異なる社会の間で認識や規範を共有する可能性はあり

得るとしても、あらゆる人々に共通の価値が存在するとい

う想定を、自明な前提として位置づけることは妥当ではな

いだろう。このことは、情報倫理教育の在り方を問う上で

も重要な論点である。情報通信技術が使用される文脈は、

社会や文化の違いに応じて多様であり得るゆえ、先進諸国

における情報倫理教育の内容や方法に関わる諸前提をそ

れ以外の地域に無批判に適用することは、適切とは言いが

たい。もちろん、そのように述べることは、認識や規範を

共有する可能性を一律に否定することを意味するのでは

ない。そうした可能性を探るに先立って、まずは互いの差

異や共通性を確認する作業が不可欠である。 
第二に、グローバル化とその影響、そして進展の過程や

結果は一様であるとは限らないという点も、注意を要する。

この論点は、再帰的近代化論の観点を参照することで、よ

り明確になる。ギデンズによると、グローバル化とは、様々

な社会的状況や地域間の結びつきの様式が、地球全体に網

の目状に張りめぐらされるほどに拡張していく過程であ

る 93)。この過程は、モダニティの進展がグローバル化と連

動していることを示すものであるという。すなわち、モダ

ニティがグローバル化していくという傾向は、近代の諸制

度の特性としての、脱埋め込み及び再帰性において明示さ

れている 94)。先述のように、モダニティの特徴の一つとし

ての専門家システムそれ自体が脱埋め込みを促す性質を
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備えていることを、ギデンズは指摘している。また、人々

を日常生活の様々な制約から時間的にも空間的にも解き

放つという点で、情報通信技術の発達と普及は、モダニテ

ィのグローバル化をさらに促進する。 
こうしてグローバル化が進行すると共に、ヨーロッパの

近代に由来するものがそれ以外の地域に浸透してきたが、

それは他の文化が押しつぶされていく過程でもあったと、

ギデンズは論じる 95)。ただし、グローバル化は一方向的な

変化の過程であるとは限らないという。ローカルな出来事

は、その出来事を形作る拡大化した関係がたどる方向とは

相対する方向に進展するかもしれないのであり、全体とし

て同一方向への一連の変化を必ずしもたどらない 96)。ギデ

ンズの議論との関連で展開された先行研究にも示されて

いたように、情報通信技術が発達し世界中に普及した状況

下では、Web メディアを通じたコミュニケーションは双方

向的であり、それに伴う再帰的な変化も、既に近代化を遂

げた地域からそうでない地域への一方向的なものではも

はやあり得ない。 
 グローバル化が一律に進行する現象ではなく、多様性を

伴うものであるということは、情報倫理の在り方を問う際

にも考慮に入れなければならない。また、先述のように道

徳の機能不全が指摘されている状況では、従来の価値や規

範を前提として、それをトップダウンで一律に適用しよう

とする試みは実効的ではあり得ない。すると、それぞれの

場面の個別性から出発し、議論の積み重ねを通じて意思決

定を図るボトムアップの手法が考えられるが、これはムー

アが批判した文化相対主義に等しいのだろうか。この点に

ついて、高橋久一郎は次のように論じる。「さまざまな倫

理学の理論は、最終的な解答をそれとして示すというので

はなく、一定の議論空間のもとでの『答案』を示すことに

よって、最終的な解決への考慮すべき『素材』を提供する

ものとなる。そのようなものである限りでの倫理学は、あ

る一つの理論を確定的なものとして提出し、それが示す答

えだけが正しいとして主張する必要はない。しかも、その

ようなあり方をしているからといって、倫理学が相対主義

を受け入れるわけではない」97)。 
こうした営みは、認識や規範の共有の可能性を否定する

ものではない。むしろ、議論や検討を重ねた結果、どの理

論からも同じ答えが導かれるならば、その答えの確からし

さは増すのであり、逆に対立が厳しいならば、単に特定の

理論にコミットするのではなく、さらに考察することを求

められる 98)。常に暫定的ではあるが、認識や規範の共有の

可能性を排除しないという姿勢は、グローバル化が進行す

る状況下で展開される多様な社会や文化の間での議論に

おいて、有効であり得る。議論の共有については、ギデン

ズも重要な課題として掲げている。グローバル化は、地球

上に生きる誰もが逃れられない重大なリスクを生み出す

ため、人間のコミュニティ全体を一つにするものであり、

新しい形での協力が求められているという 99)。ただし、地

球規模の共通課題に対する取り組みにおいて、人間のコミ

ュニティ全体が一つになるだろうというギデンズの主張

には、容易には賛成しがたい。むしろ、この主張自体が批

判的かつ多角的に検討されるべきであると考える。また、

ギデンズが構想する新しい形での協力が具体的にどのよ

うなものとなるのかということも、曖昧である。他方で、

共通課題への取り組みにおいて、異なる地域間での協力関

係や、そのための認識の共有が必要な場面は、実際にあり

得るだろう。 
また、高橋が示した情報倫理学の営みの在り方は、従来

の諸前提を不断に問い直しつつ議論を継続することが目

指されているという点でも、再帰的近代化の進展に伴って

状況が刻一刻と変化する現代社会に適合していると言え

よう。このような現代社会の特徴を考慮に入れることの重

要性は、情報通信技術と社会の関係という観点からも示さ

れている。情報通信技術が不断に更新されて進展していく

という変化に応じて、情報倫理学の諸前提も絶えず問い直

されなければならない。この点について、村田は次のよう

に論じている。「ICT の開発、導入のスピードを考えれば、

情報倫理問題を解決するための決定や合意が効力をもつ

のはほんの一時期かもしれない。この意味で、情報倫理問

題の解決とは、あくまで一時的、暫定的な解決策に対する

決定や合意を意味するのであって、問題の解消を意味する

ものではないといえよう」100)。これは、現代社会における

情報倫理学の実践の中核に、再帰性という性質が備わって

いるということである。 

第五章 おわりに 

以上において、不確実性の増大、道徳の機能不全、倫理

の普遍性をめぐる問題という、情報倫理に関わる教育や研

究と深く関連している三つの論点の考察を行った。再帰的

近代化論の観点を参照してこれらの論点を検討し、その社

会的文脈を明らかにすることと、そうした作業の意義を示

すことを試みた。本稿を閉じるに当たり、これまでに述べ

てきたことを確認しつつ、再帰的近代化論を参照すること

の意義を、より明確に述べておきたい。 
第一に、再帰的近代化論の観点を参照することにより、

情報通信技術の発達と普及に伴う不確実性の増大、道徳の

機能不全、倫理の普遍性をめぐる問題といった情報倫理学

の論点について、それらの困難が生じた社会的文脈も視野

に入れて論じることが可能になる。つまり、社会学的観点

を採用することで、問題の背景に存在する状況や、そのよ

うな状況が出現した経緯、そして困難の所在といった、倫

理学的観点からだけでは必ずしも明確に取り出すことが

できない事柄を、これまで以上に正確に記述し、理解を深

めることができる。本稿の冒頭に記したように、情報倫理

学の先行研究においては、社会的文脈にまで議論が掘り下

げられていないという傾向が見受けられる。また、諸問題
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が生じた背景にまで立ち入った考察がなされていない結

果として、その解決の方途も不明確になりがちである。先

行研究が抱えているこれらの困難に取り組むための一つ

の方法として、再帰的近代化論の観点から社会的文脈をも

視野に入れた記述を行うことの意義は大きい。 
第二に、先述の三つの論点は従来、情報倫理学の領域で

は個別に論じられてきたが、それらを「再帰的近代化」と

いう共通の枠組みの中に位置づけて、統合的に把握するこ

とが可能になる。すなわち、それぞれの論点を共通の社会

的文脈において扱うことができるようになる。本稿の冒頭

で述べたように、情報倫理学の先行研究においては、それ

ぞれの問題が断片的に記述されるにとどまり、現代におけ

る情報と社会の関係の全体像が見えにくかった。統合的な

視点の獲得により、このような状況が改善され、情報と社

会の関係の全体像が、これまでよりも一層、明確になる。

それは、情報と社会の関係についての社会リテラシーの向

上を意味する。加えて、それぞれの論点を統合的に把握す

ることは、それらの論点の相互の関係性を検討するといっ

た、本稿で行った議論の先に存在すると考えられる諸課題

の探究にもつながっていく。このように、再帰的近代化論

の観点からの考察を試みることは、従来の情報倫理学の議

論の諸前提を問い直すにとどまらず、研究をさらに深化さ

せていく手がかりにもなるはずである。 
社会的文脈への着目は、情報倫理学の知見に基づいて行

われる情報倫理教育において、取り組むべき課題や困難の

所在を的確に記述し、その営みをより実効的なものにする

ためにも重要である。その作業の成果は、情報倫理教育の

中で直接的に扱われることはないかもしれない。しかし、

情報倫理教育に携わる教員が、自身が行っている教育の内

容及び目標の妥当性についての反省的な視点を獲得した

り、教育の内容や目標が実態に即しているかということを

再検討したりする過程で、再帰的近代化論の観点に基づく

論点の整理や社会状況の把握は有用であると考える。再帰

的近代化論を参照することで、情報通信技術が発達し普及

した社会状況やその文脈に関して、情報倫理学のみに依拠

する場合と比べて、より幅広い観点から、より深い検討が

可能になるからである。それは、情報倫理教育の実践の場

面で、再帰的近代化論が社会リテラシーとして機能すると

いうことにほかならない。 
また、情報倫理教育に様々な研究領域の教員が携わる可

能性を視野に入れるならば、再帰的近代化論の観点から情

報倫理学及び情報倫理教育の課題やその社会的文脈を捉

え直すことには、別の意義もあることに気づく。ここで想

定されているのは、当該領域を専門とするわけではない教

員が関連科目を担当する可能性や、担当者が年度ごとに、

あるいは定期的に交代する可能性である。このような多様

性や変化にもかかわらず、一定の水準の教育を提供し続け

るためには、担当教員間での認識や知見の共有が必須であ

る。情報倫理に関わる事柄のみならず、情報通信技術が発

達し普及した現代社会そのものについての理解も共有さ

れることが望ましい。すなわち、情報倫理教育に携わる教

員が、情報と社会の関係についての社会リテラシーを共有

することが重要である。「科学技術と社会の関係」という

広範な問題設定では、何を共有すべきなのかということが

曖昧になりかねない。情報倫理ならびに情報通信技術に関

わる問題に焦点を合わせた議論を選択し、論点を明確にす

る必要がある。再帰的近代化論は、そのような論点の明確

化に資する可能性があるのではないだろうか。 
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情報通信技術が普及した現代社会の諸特徴及び諸課題についての認識は、情報倫理学の教育と研究に不

可欠な要素である。加えて、情報倫理学の規範や理論だけでなく、それらが機能する社会的文脈の理解が、
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